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平成３０年 第２回定例教育委員会会議録 

               

１．開 催 日 時   平成３０年２月７日（水） 

午後３時００分～午後５時００分 

 

２．開 催 場 所   柏原市教育委員会 委員会室 

 

３．出席した委員   教 育 長   吉 原   孝 

            教 育 長 職 務 代 理   山 﨑 裕 行 

            委       員   田 中 保 和 

            委        員   近 藤 温 子 

            委        員   西 村 弥生子 

 

４．出席した職員    教 育 部 長   尾 野 晋 一 

            教 育 監   三 浦   正 

次長兼教育総務課長   福 島   潔 

次長兼スポーツ推進課長   石 垣 好 啓 

次 長 兼 学 務 課 長   松 田 成 史 

社 会 教 育 課 長   礒 部 賢 二 

文 化 財 課 長   一 松 孝 博 

公 民 館 参 事   冨 宅 公 浩 

図 書 館 長   山 角 清 治 

指 導 課 長   野 間 浩 一 

        健 康 福 祉 部 長   石 橋 敬 三 

事務局教育総務課   寺 川   款 

事務局教育総務課   井 上   敦 

５． 議事案件 

 

議案第１号 柏原学校教育基本目標ならびに重点目標の一部改正について（継続審議） 

議案第２号 柏原市スタディ・アフター・スクール事業実施要項の一部改正について 

議案第３号 柏原市堅上小学校スクールバス負担金条例施行規則の制定について 

議案第４号 平成３０年度柏原市立学校園管理職人事及び柏原市教育委員会事務指導

主事等人事について 

 

６．報告事項  
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７．会議録の承認及び会議の要旨 

吉原教育長： 只今より、平成３０年 第２回定例教育委員会会議を開催いたします。それで

は、本日の会議録署名については、田中委員よろしくお願いいたします。次に、平成３０

年 第１回定例教育委員会会議録の承認をお願いしたいと思います。会議録につきまして、

何かご意見はございますか。 

委員全員 ： （異議なし） 

吉原教育長： それでは第１回定例教育委員会会議の会議録は承認することといたします。

それでは議事に入ります。本日の議事案件は４件ございます。議案第１号について事務局

から追加説明をお願いします。 

野間課長: 議案第１号柏原市学校教育基本目標ならびに重点目標の一部改正について指導

課よりご説明申し上げます。資料をご覧ください。前回の会議でご指摘いただきました誤

字等を訂正いたしました。また、「はかる」という表記ついて平仮名、漢字のばらつきを統

一しました。次に目次をご覧ください。章立てを変更させていただきました。教育委員会

の中心施策である幼小中一貫教育と学力向上方策について別の章立てをいたしまして、各

学校園の取組を分けさせていただきました。以上簡単ではございますが、ご審議いただき

ますようお願いいたします。 

吉原教育長： かなりすっきりしたように感じますが、この議案についてご質問はあります

か。 

田中委員： 細かいことなのですが、１ページの真ん中「つうじて」という部分ですが、漢

字が適当ではないでしょうか。３ページの「体力面について…」の部分は「は」が重なる

ので修正した方がいいのではないでしょうか。 

吉原教育長： 「通じて」は漢字が一般的でしょうね。他にございますでしょうか。 

山﨑委員: 目次のところで、「はじめに」という所を頭に持って来て、その後に「重点目標」

をもってきたのですね。大変分かりやすくなったと思います。あと、間違いではないので

すが、幼小中の１１年間を通した指導の系統性の部分ですね。去年八尾市の学校を見せて

いただいたのですが、八尾市はまだ小中一貫教育と言わないで、小中連携教育と呼んでい

るのですよね。教育課程の中にも組み込まれていて、とても進んでいるなと感じました。

柏原市の場合、幼稚園を含めた１１年とありますが、小中でさえ果たして上手くいってい

るのだろうかと思います。もう開始してからこれだけ時間が経っている訳ですから、幼小

中の先生方がもっと会議や研修の機会をお持ちになって、そろそろ教育課程も含めた一貫

教育をここに記載しても恥ずかしくないように取り組んでいただきたい。是非今年の中心

施策ということですので、各学校への御指導と、教育委員会も一緒になって施策を前に進

めていただきたいと思います。是非よろしくお願いします。 

吉原教育長: 山﨑委員のお話を受けてなんですが、今日校園長会でもお話したのですが、先

だって京都で小中一貫教育のサミットがありまして、全国的に小中一貫教育が進んでいま

して、京都でも非常に成果が出ているというお話がありました。東大阪、八尾の先生方も

見えられて、全国的に盛り上がってきていますので、是非とも検討をしっかりやって進め

ていただきたいと思います。コミュニティスクールも去年の 4月に努力義務化されました。
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これは早晩義務化されることも視野に入れて、併せてやっていかないと。次年度に向けて

は堅下南小中、堅上小中で本格的な検討をしていただきたいなと思います。そろそろ目に

見えた形で小中一貫教育の成果を出さないといけません。先般の総合教育会議で市長も検

討するようにおっしゃってましたので本格的に進めていくと。ただ、口で言うのはたやす

いのですが、目標設定をしないとなかなか物事は進まないので、これからの面談等を通し

て校長先生にもしっかり認識していただいて、目標設定をして、検討をより加速化すると

いうことで進めていきたいと思います。他にご意見ございますでしょうか。 

西村委員: １６ページ上から３行目ですが、具体策ではなく、具体施策が正ですね。 

吉原教育長： 他にご意見ございますでしょうか。無ければ今出ましたご意見を踏まえ、議

案第１号につきましては原案を一部修正の上承認してよろしいでしょうか。 

委員全員: （異議なし） 

吉原教育長: それでは、議案第１号柏原市学校教育基本目標ならびに重点目標の一部改正に

ついては、原案を一部修正し承認することといたします。次に議案第２号について事務局

からご説明をお願いします。 

野間課長: 議案第２号柏原市スタディ・アフター・スクール事業実施要項の一部改正につい

てでございます。配付いたしました実施要項と、新旧対照表をご覧ください。スタディ・

アフター・スクールの目的について、学習活動を第一に変更いたしました。つづきまして、

事業内容について、放課後児童会との関連に柏原市健康福祉部子ども育成課代表を加えさ

せていただきました。対象児童といたしまして（２）放課後児童会に入会する児童につい

ての記載を追加いたしました。以上簡単ではございますがご審議よろしくお願いいたしま

す。 

吉原教育長： この改正は現場の意見や、放課後児童会にもご理解いただいた上のものでし 

ょうか。 

野間課長： はい。 

吉原教育長： 関西福祉科学大学等の「等」というのはどういう意味でしょうか。将来他の 

大学も入る可能性があるという意味でしょうか。 

野間課長： その可能性もあります。 

山﨑委員： 週一回１、２時間の実施で本当に学力を付けることができるのだろうか、改良

が必要だと思っていました。給与をもらっている先生でも学級崩壊などの問題で苦労して

いる訳です。そんな状況で一般の学生に児童に学力を付けることができるのでしょうか。

単に学生の意欲や主体性だけでは難しいのでサポートが必要です。なんとか改革していき

たいと思ってきました。その中で、かねてより一番の大きな問題は実施要項だと思ってい

ました。以前の実施要項では、１番の目的の中に、週に１回１時間しか時間がないのに、

学習活動を中心に遊びをやったり、スポーツをやったりして、学力、体力、社会性やコミ

ュニケーション能力まで育成をはかるとあるのです。そんなことできますか。体力を付け

たり、遊んだりということは放課後児童会でできるのです。この事業では国語や算数とい

った、いわば狭い意味での学力をつけてやることが目的なのです。今回修正いただいて随

分良くなったと思いました。しかしまだ不満です。社会性なんて週一回１時間で身につか
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ないですよ。コミュニケーション能力はまだ良いとして、社会性という所は取ってしまっ

たほうが良いのではないかというのが私の意見です。 

もうひとつは（５）で学習を行うということを入れていただいた。今までこれが入って

なかったのでレクリエーションや、遊びが行われていた訳です。こうやって明記して頂い

て大変嬉しく思っています。 

それから７の指導員の部分です。来年度から関西福祉科学大学の学生さんが増えるとい

うことで非常にありがたいと思っています。また、可能であれば地域のボランティアを配

置するとありますね。学生さんには謝金が出ている訳ですが、地域のボランティアには謝

金がでません。子どもの教育に興味関心を持った、能力のある方や教員の退職者を是非配

置して頂きたい。学生と同じように謝金を払えるように改革できないかと思います。ＳＡ

Ｓが学力向上対策の一つであると言うなら、効果的な施策になるような手立てを打ってい

ただくように、できましたら地域ボランティアの謝金も含めて改善していただけたらと思

います。 

吉原教育長： 只今のご意見について、事務局いかがでしょうか。 

尾野部長： 以前からご意見をいただいておりますので方向性としてはそういう形で進めて

はいるのですが、現場との兼ね合いもありましてこのような案を作らせていただいた次第

です。回数を増やすことについてはボランティアの確保が困難ということもありまして、

地域の方や、教員ＯＢの方を可能であれば配置するということで文言を入れさせていただ

きました。報酬については要項に特に報酬の支払いについて記載がないので、即答はしか

ねますが、今後同じことをしていただくのに、片や無償と片や有償というのはどうなのか

という話ですね。 

田中委員： 予算の枠組みの話もありますね。 

尾野部長： そうですね。 

吉原教育長： 支出の根拠は何ですか。確認しておいてください。 

山﨑委員： 確認なのですが、目的の中で「社会性」の記載を抜くことはできませんか。 

尾野部長： 勿論検討します。 

吉原教育長： 社会性というのは何のために入れているのですか。 

尾野部長： コミュニケーション能力もそうなのですが、保護者の意見の中には学力だけで

なく、そういうことを入れてほしいというご意見もあります。 

吉原教育長： （５）の「ＳＡＳ教室では」という部分を「本事業では」とした方がいいの

ではないでしょうか。 

山﨑委員： 週２回、２時間やれれば学力テストの成績はずっと良くなります。勉強が好き

な子が沢山出てくると思います。とってもいい事業だと思っているので上手くやってほし

い。 

吉原教育長： 回数が増やせない要因は何が考えられますか。 

尾野部長： ボランティアの人員確保や予算的な兼ね合いです。 

山﨑委員： 私が国分小学校で校長の時に週２回やっていて、良くできる子、付いて行けな

い子がいました。できる子ができない子に教えてあげたりする中で、どちらの子にも良い
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影響がありました。ＳＡＳは遊んだり、レクリエーションをするところではなくて、勉強

する場所だということをプリントなりで親御さんに周知しないといけません。 

近藤委員： 山﨑委員がおっしゃったように、私の子どもを小学校に行かせているとき、Ｓ

ＡＳについて、存在以外のことがよく分からなかったです。学校側からのお知らせがもっ

とあってもよかったかなと思います。 

西村委員： ＳＡＳはうちに通院している子たちにも評判が良くて、頑張っていただいてい

るのだなと感じています。専門の指導員が教育研究所から来ていただいていると思うので

すが、回数が増えていったときにこれをどうやって確保していくかという問題があると思

います。また、効果測定はどういった形でやって行くのでしょうか。 

野間課長： 保護者と対象児童のアンケートを取っています。 

山﨑委員： 学生さんからも取っていますね。 

西村委員： それはどのように発信されているのですか。 

野間課長： ＳＡＳ通信で発信しています。 

吉原教育長： 効果測定というよりアンケートですよね。事業の検証に近いですね。他にご

質問が無ければ、いただいたご意見を踏まえて承認してよろしいでしょうか。 

委員全員： （異議なし） 

吉原教育長: それでは、議案第２号柏原市スタディ・アフター・スクール事業実施要項の一

部改正については、原案を一部修正し承認することといたします。次に議案第３号につい

て事務局からご説明をお願いします。 

松田次長： 議案第３号柏原市立堅上小学校スクールバス負担金条例施行規則の制定につい

てでございます。この規則は１２月議会で柏原市立堅上小学校スクールバス負担金条例が

議決されたことに伴いまして、施行について必要なことを定めることを目的としています。

第 1条は目的について。第２条は利用申請について。第３条は利用変更や停止の手続につ

いて。第４条、第５条は負担金の免除申請手続きについて。第６条は教育委員会が利用許

可の取消や、停止する条件について。第７条は申請時には堅上小学校長を経由することが

記載されています。規則には記載がありませんが、負担金については納付書を保護者にお

渡しして振り込んでいただく予定としております。 

近藤委員： 不許可になるのはどういった場合でしょうか。 

松田次長： あまり無いとは思いますが、対象以外の方からの申請があった場合などです。 

近藤委員： 負担金の免除はどういった方が対象になるのでしょうか。 

松田次長： 病気の場合などです。 

近藤委員： 納付書では納め忘れもあると思うので、給食費と一緒に徴収するのはいかがで

すか。 

尾野部長： 仰るとおりなのですが、あくまでも別のお金ということでこのような対応にな

りました。 

吉原教育長： 他にご意見ございますでしょうか。 

委員全員: （意見等なし） 
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吉原教育長： それでは、議案第３号柏原市堅上小学校スクールバス負担金条例施行規則の

制定については、原案のとおり承認することといたします。 

吉原教育長： 次の議案第４号の審議につきましては、人事案件でありますことから、非公

開にて審議したいと思いますが、各委員におかれましてはご異議等ございますか。 

委員全員： （異議なし） 

吉原教育長： それでは、議案第４号の「平成３０年度柏原市立学校園管理職人事及び柏原

市教育委員会事務指導主事等人事について」につきましては、非公開とし教育委員会と事

務局学務課とで審議することにいたします。 

議案第４号を除いて、本日の議事案件は以上です。続いて、報告事項に移ります。主要

事業計画について簡潔にご説明をお願いいたします。 

各課（館）長： 【主要事業計画について報告】 

吉原教育長：ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

委員全員 ： （意見等なし） 

吉原教育長： 他に報告事項はございますでしょうか。 

植田次長： 【柏原の青少年健全育成を考える２０１８について報告】 

吉原教育長： 各課からの報告は以上です。平成３０年第３回定例教育委員会会議につきま

しては、平成３０年３月２３日（金）午後３時の予定です。 

委員全員 ： （了承） 

吉原教育長： ４月については平成３０年４月６日（木）午後４時の予定です。 

委員全員： （了承） 

吉原教育長： 議案第４号の前にここで一旦休憩としまして、再開は午後４時３０分からと

いたします。 

【休憩】 

吉原教育長： それでは、教育委員会会議を再開いたします。議案第４号について、事務局

から説明をお願いします。 

松田次長： (案件について説明) 

吉原教育長： ご意見・ご質問はございますか。 

 

‐質疑応答‐ 

 

吉原教育長： 審議の結果議案第４号を原案通り承認してよろしいですか。 

委員全員： (異議なし) 

吉原教育長： それでは、議案第４号平成３０年度柏原市立学校園管理職人事及び柏原市教

育委員会事務指導主事等人事については原案通り承認いたします。以上をもちまして、平

成３０年第２回定例教育委員会会議を閉会します。 

 

 本教育委員会会議の議事の経過に相違ないことを証するためにここに署名する。 
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     平成３０年２月７日 

 

            柏原市教育委員 

 


